
広報とみおか広告掲載取扱要綱 

 
 

(趣旨) 

第１条 この要綱は、富岡町が発行する「広報とみおか」（以下「広報紙」という。）

に掲載する広告の取り扱いについて必要な事項を定めるものとする。 

 

(広告の範囲) 

第２条 広報紙に掲載することができる広告は、広報紙の公共性及び品位を損なうおそ

れのないものとする。 

２ 次の各号のいずれかに該当する広告は、掲載しない。 

（１） 法令等に違反するもの、又はそのおそれがあるもの 

（２） 公序良俗に反するもの、又はそのおそれがあるもの 

（３） 政治性のあるもの 

（４） 宗教性のあるもの 

（５） 社会問題についての主義主張 

（６） 暴力団、その他反社会的団体が関与するもの 

（７） 賃金業法（昭和５８年法律第３２号）第２条第１項に規定する賃金業に関する

もの 

（８） 町が広告対象を推奨しているような誤解を与えるもの 

（９） その他町長が広報紙に掲載することが適当でないと認めるもの 

 

(広告掲載の位置) 

第３条 広告を掲載する位置は、表紙を除く各ページの下段とし、その都度町長が決定

する。 

 

(広告の規格及び広告料) 

第４条 掲載する広告の大きさは次のとおりとし、広告掲載料は別表のとおりとする。 

（１） １号広告 縦５０．０ｍｍ×横８０．０ｍｍ 

（２） ２号広告 縦５０．０ｍｍ×横１６０．０ｍｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 



(広告掲載の許可等) 

第５条 広告の掲載を行おうとする者は、広告の掲載を希望する広報紙の発行日の１ヶ

月前までに広告掲載申請書（様式第１号）に掲載しようとする原稿を添えて、町長

に提出しなければならない。 

２ 町長は、前項の規定により申請があったときは、第２条に規定する基準により掲載

の可否を決定し、広告決定通知書（様式第２号）により申請者に通知するものとす

る。 

３ 町長は、広告掲載を承認する際、広告の内容、デザイン等について指示し、又は広

告の掲載に必要な条件を付すことができる。 

 

(掲載の方法等) 

第６条 広告掲載の順位は、受付順とする。ただし、公共性の高い広告については、こ

の限りでない。 

２ 町長は、広報掲載の回数について、掲載希望者等により調整することができる。 

 

(掲載広告の割り付け) 

第７条 掲載する広告の割り付けは、町長が行う。 

 

(広告主の責任等) 

第８条 広告に記載される内容に関する責任は、広告主（第５条の規定により広告の掲

載を承認された者をいう。以下同じ。）が負うものとする。 

２ 広告の原稿の作成費用は、広告主の負担とする。 

 

(広告掲載の取消し) 

第９条 町長は、次のいずれかに該当する場合は、広告の掲載を取り消すことができる。 

（１） 広告主が、第５条第３項の規定による指示又は条件に従わないとき。 

（２） 当該広告を掲載することで、広報紙の公共性及び品位を損なうおそれが生じ 

たととき。 

（３） その他町長が特に必要があると認めたとき。 

 

(権利譲渡等の禁止) 

第１０条 広告主は、承認された広告の掲載の権利を譲渡し、又は転売してはならない。 

 

(広告掲載料の納付) 

第１１条 広告主は、町長の指定する日までに、町の発行する納付書により、広告掲載

料を納入しなければならない。 

 



(広告掲載料の返還) 

第１２条 広告掲載料は、返還しない。ただし、町長が必要と認めたときは、この限り

でない。 

 

(その他) 

第１３条 この要綱に定めのない事項については、町長と広告主が協議の上、決定する

こととする。 

 

附 則 

この要綱は、平成３０年３月１日から施行する。 

別表(第４条関係) 

区分 
広告掲載料 

１号広告 ２号広告 

 平成２３年３月１１日時点で町内に事

務所又は営業所を置いていたもので東日

本大震災後に再開したもの、富岡町に住

所を有するもの（平成２３年３月１１日

以降に富岡町に住所を有さなくなったも

のを含む。）で東日本大震災後に新たに

事業を開始したもの及び富岡町の復興に

寄与する事業を営むもの 

５，０００円 １０，０００円 

 上記以外のもの １０，０００円 ２０，０００円 

 

様式第１号(第５条関係) 

広報とみおか広告掲載申請書 

[別紙参照] 

 

様式第２号(第５条関係) 

広報とみおか広告決定通知書 

[別紙参照] 


